
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  １月支給の 12 月分給与と年末調整             

Ｑ：当社は、月末締めの翌月10日に給与を

支給しています。１月に支給する12月分の給

与は年末調整ではどうしたらいいのですか？                         

                                              

Ａ：今年の年末調整の対象にはなりません。 

【解説】  

年末調整は、その年１月１日から12月31日

までの間に支払うべきことが確定した給与の

合計額について行うこととなっています。 

支払うべきことが確定した給与とは、給与

所得者からすると収入金額の収入すべき時期

が確定した給与のことをいい、この収入金額

の収入すべき時期とは、次のようにされてい

ます。 

 ①契約又は慣習その他株主総会の決議等によ

り支給日が定められている給与等(次の②

に掲げるものを除く)についてはその支給

日、その日が定められていないものについ

てはその支給を受けた日 

 ②役員に対する賞与のうち、株主総会の決議

等によりその算定の基礎となる利益に関す

る指標の数値が確定し支給金額が定められ

るものその他利益を基礎として支給金額が

定められるものについては、その決議等が

あった日。ただし、その決議等が支給する

金額の総額だけを定めるにとどまり、各人

ごとの具体的な支給金額を定めていない場

合には、各人ごとの支給金額が具体的に定

められた日 

したがって、来年に支給される給与につい

ては、今年の年末調整の対象にはなりません。 
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